
一
頁

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
緊
急
自
動
車
）

（
緊
急
自
動
車
）

第
十
三
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自

第
十
三
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自

動
車
で
、
そ
の
自
動
車
を
使
用
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
指
定
し

動
車
で
、
そ
の
自
動
車
を
使
用
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
指
定
し

た
も
の
（
第
一
号
又
は
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
そ
の
自
動
車

た
も
の
（
第
一
号
又
は
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
そ
の
自
動
車

を
使
用
す
る
者
が
公
安
委
員
会
に
届
け
出
た
も
の
）
と
す
る
。

を
使
用
す
る
者
が
公
安
委
員
会
に
届
け
出
た
も
の
）
と
す
る
。

一
〜
一
の
五

（
略
）

一
〜
一
の
五

（
略
）

一
の
六

医
療
機
関
（
重
度
の
傷
病
者
で
そ
の
居
宅
に
お
い
て
療
養
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
い
つ
で
も
必
要
な
往
診
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
て

い
る
も
の
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

。
）
が
、
当
該
傷
病
者
に
つ
い
て
必
要
な
緊
急
の
往
診
を
行
う
医
師
を
当
該
傷

病
者
の
居
宅
に
ま
で
搬
送
す
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車

一
の
七

一
の
六

二
〜
十
一

（
略
）

二
〜
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
免
許
の
拒
否
又
は
保
留
の
基
準
）

（
免
許
の
拒
否
又
は
保
留
の
基
準
）

第
三
十
三
条

法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
三
十
三
条

法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て

す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

の
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

一

法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
の
場
合

合
（
次
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。

を
除
く
。
）
に
は
、
運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
与
え
な
い
も

）
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

二

六
月
以
内
に
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も

二

六
月
以
内
に
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
こ
と

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、
免
許
を
保
留
す
る
も
の

と
な
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、
免
許
を
保
留
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

法
第
九
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政

２

法
第
九
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
た
だ
し

一

法
第
九
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
た
だ
し
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書
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
が
重
ね
て
同
号
に
該
当
し
た
場
合
に

書
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
が
重
ね
て
同
号
に
該
当
し
た
場
合
に

は
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三
十
三
条
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

第
三
十
三
条
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

る
と
お
り
と
す
る
。

一

運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
（
他
免
許
等

一

運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
（
次
号
、
第

既
得
者
（
当
該
試
験
に
係
る
免
許
以
外
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
及
び
国

五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
第
三
号
、
第
四
号
及
び

際
運
転
免
許
証
等
を
現
に
所
持
し
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
違
反
行
為
（
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（

同
じ
。
）
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
般
違
反

以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
運
転
に
関
し
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命

行
為
（
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の

令
の
規
定
又
は
法
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
別
表
第
二
の
一

運
転
に
関
し
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
法
の
規
定
に
基
づ
く

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
で
、
次
の
い

処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
別
表
第
二
の
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る

。イ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

イ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
（
当
該
違
反
行
為
及
び
当
該
違
反
行
為

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

を
し
た
日
を
起
算
日
と
す
る
過
去
三
年
以
内
に
お
け
る
そ
の
他
の
違
反
行
為

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
点
数
の

過
し
て
い
な
い
者

合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当

該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ロ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ハ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

ロ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

過
し
て
い
な
い
者

ニ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

ハ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
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に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経

、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

過
し
て
い
な
い
者

ホ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

ニ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経

、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

過
し
て
い
な
い
者

二

試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
項
の

二

試
験
に
合
格
し
た
者
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
第
五

規
定
に
よ
る
免
許
の
拒
否
、
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
法
第
百

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
免
許

三
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は

の
拒
否
、
同
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に

定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
六
月
を
超
え
る
期
間
の

条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
六
月
を
超

自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
（
法
第
九
十
条
第
一
項
第

え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
（
法
第
九
十

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
、
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
、
法
第
百
三
条
第
一
項

第
四
号
ま
で
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る

と
し
て
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。
以
下
「
免
許
取
消
歴
等
保
有
者

こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
第

」
と
い
う
。
）
で
、
法
第
九
十
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
若
し
く
は
法
第
百

三
十
八
条
第
六
項
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
「
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
」
と
い

三
条
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
若
し
く
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
若

う
。
）
で
、
法
第
九
十
条
第
七
項
若
し
く
は
法
第
百
三
条
第
六
項
の
規
定
若
し

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
若
し
く
は
定
め
ら
れ
た
期
間
内
又
は

く
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
若
し
く
は
定
め
ら
れ

こ
れ
に
引
き
続
く
五
年
の
期
間
内
に
一
般
違
反
行
為
を
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず

た
期
間
内
又
は
こ
れ
に
引
き
続
く
五
年
の
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
、
か
つ
、

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と

す
る
。

イ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

イ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て

掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か

お
り
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

い
な
い
者

ロ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

ロ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経

、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

過
し
て
い
な
い
者

ハ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

ハ

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
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過
し
て
い
な
い
者

三

試
験
に
合
格
し
た
者
が
一
般
違
反
行
為
を
し
た
者
で
、
当
該
一
般
違
反
行
為

三

試
験
に
合
格
し
た
者
が
違
反
行
為
を
し
た
者
で
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累

に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六

れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
一
般

欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら

違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と

起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
保
留
す
る

き
は
、
免
許
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四

試
験
に
合
格
し
た
者
が
重
大
違
反
唆
し
等
（
法
第
九
十
条
第
一
項
第
五
号
に

四

試
験
に
合
格
し
た
者
が
重
大
違
反
唆
し
等
（
法
第
九
十
条
第
一
項
第
五
号
に

規
定
す
る
重
大
違
反
唆
し
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
道
路
外
致
死
傷
（

規
定
す
る
重
大
違
反
唆
し
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
八
条
第
六
項
及

同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
道
路
外
致
死
傷
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
同
条
第

び
別
表
第
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
道
路
外
致
死
傷
（
法
第
九
十
条
第
一
項

二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
し
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

第
六
号
に
規
定
す
る
道
路
外
致
死
傷
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
八
条
第

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
免
許

六
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

五

試
験
に
合
格
し
た
者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
、
第
二
号
に
規
定
す
る
期

五

試
験
に
合
格
し
た
者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
、
第
二
号
に
規
定
す
る
期

間
内
に
重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
で
法
第
九
十
条
第
二
項
第
五
号

間
内
に
重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
を
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

六

試
験
に
合
格
し
た
者
が
重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
で
法
第
九
十

六

試
験
に
合
格
し
た
者
が
重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
を
し
た
者
で

条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
し
た
者
で
、
当
該
行
為
が

、
当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為

別
表
第
四
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
を
し
た
日
か
ら

を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免

起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
保
留
す
る

許
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

七

試
験
に
合
格
し
た
者
（
他
免
許
等
既
得
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

七

試
験
に
合
格
し
た
者
（
当
該
試
験
に
係
る
免
許
以
外
の
免
許
を
現
に
受
け
て

）
が
第
三
十
八
条
第
五
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
四
十
条
第
一
項
第
二

い
る
者
及
び
国
際
運
転
免
許
証
等
を
現
に
所
持
し
て
い
る
者
に
限
る
。
次
号
に

号
若
し
く
は
第
三
号
の
基
準
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な

お
い
て
同
じ
。
）
が
第
三
十
八
条
第
五
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第
四
十

い
も
の
と
す
る
。

条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
基
準
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を

与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

八

試
験
に
合
格
し
た
者
が
第
三
十
八
条
第
五
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第

八

試
験
に
合
格
し
た
者
が
第
三
十
八
条
第
五
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第

四
十
条
第
一
項
第
四
号
の
基
準
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
保
留

四
十
条
第
四
号
の
基
準
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
保
留
す
る
も

す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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２

法
第
九
十
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
項
の
政

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

試
験
に
合
格
し
た
者
（
他
免
許
等
既
得
者
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
特
定
違
反
行
為
（
別
表
第
二
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
免
許
を
与
え
な

い
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ロ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ハ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ニ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ホ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ヘ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ト

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
八
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
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て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

チ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
前
歴
が
な

い
者
の
項
の
第
九
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定

違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

二

試
験
に
合
格
し
た
者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す

る
期
間
内
に
特
定
違
反
行
為
を
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に

掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か

ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ロ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ハ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ニ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ホ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
八
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

ヘ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
前
歴
が
な

い
者
の
項
の
第
九
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
特
定

違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

三

試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
九
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し

た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る



七
頁

場
合
を
除
く
。
）
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ロ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ハ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ニ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

四

試
験
に
合
格
し
た
者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す

る
期
間
内
に
法
第
九
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
、
か
つ
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す

る
。

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ロ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ハ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ニ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

五

試
験
に
合
格
し
た
者
（
他
免
許
等
既
得
者
に
限
る
。
）
が
法
第
百
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
又

は
法
第
百
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
等
の
運
転
を
禁
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
免
許

を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
累
積
点
数
と
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
行
お
う
と
す
る

２

前
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
違
反
行
為
に
は
、
累
積
点
数
に
係
る
当

処
分
の
理
由
と
な
る
違
反
行
為
（
一
般
違
反
行
為
及
び
特
定
違
反
行
為
を
い
う
。

該
違
反
行
為
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
違
反
行
為
を
い
う
。
別
表
第
三
に
お
い

以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す
る
過
去
三
年
以
内

て
同
じ
。
）
を
し
た
時
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
者
に

に
お
け
る
そ
の
他
の
違
反
行
為
（
当
該
違
反
行
為
を
し
た
時
に
お
い
て
次
の
各
号

係
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
者
に
係
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
除
く

。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
し
た
点
数
の

合
計
を
い
う
。



八
頁

一

（
略
）

一

（
略
）

二

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四

二

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
若
し

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
若
し

く
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
六

く
は
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
六

月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り

月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り

、
か
つ
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一

、
か
つ
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
者

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
処
分
を
受
け
る
前
の
違
反
行
為

当
該
処
分
を
受
け
る
前
の
違
反
行
為

三

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四

三

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

若
し
く
は
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受

る
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受

け
た
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
処
分
の
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が

け
た
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
処
分
の
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が

な
い
者

当
該
処
分
を
受
け
る
前
の
違
反
行
為

な
い
者

当
該
処
分
を
受
け
る
前
の
違
反
行
為

四

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区

四

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
又
は
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
又
は
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ

こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
後
そ
れ
ぞ
れ
二
年
又
は
一
年
の

り
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
後
そ
れ
ぞ
れ
二
年
又
は
一
年
の
間
に
違
反

間
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
者
（
第
一
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該

行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
者
（
前
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
者
又

当
す
る
者
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
の
取
消
し
若
し
く
は
六
月
を
超
え
る

は
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
の
取
消
し
若
し
く
は
六
月
を
超
え
る
期
間
の
自
動

期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

当
該
違

車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

当
該
違
反
行
為
以
前

反
行
為
以
前
の
違
反
行
為

の
違
反
行
為

五

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区

五

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ
る

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当

者
で
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
後
六
月
の
間
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い

該
違
反
行
為
を
し
た
後
六
月
の
間
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
か
、
又
は

か
、
又
は
当
該
期
間
内
に
免
許
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
（
法
第
九
十
条
第

当
該
期
間
内
に
免
許
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
（
法
第
九
十
条
第
四
項
の
規

五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
又
は
第
三
号
に

定
に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る

規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

当
該
違
反
行
為
以
前
の
違
反
行
為

処
分
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

当
該
違
反
行
為
以
前
の
違
反
行
為

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

４

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
前
項
第
四
号
及
び
同
項
第
五
号
の
五
年
、

二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
十
年
、
九
年

四
年
、
三
年
、
二
年
、
一
年
及
び
六
月
の
期
間
（
第
一
項
第
一
号
イ
の
三
年
の
期

、
八
年
、
七
年
、
六
年
、
五
年
、
四
年
、
三
年
、
二
年
、
一
年
及
び
六
月
の
期
間

間
を
除
き
、
同
項
第
二
号
の
五
年
の
期
間
に
つ
い
て
は
同
号
イ
に
規
定
す
る
も
の

（
同
項
第
四
号
の
六
月
の
期
間
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。



九
頁

一

免
許
を
受
け
て
い
た
間
に
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
若
し
く
は
別
表
第
五
に

一

免
許
を
受
け
て
い
た
間
に
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
後
当
該
免
許
が
失
効
し
た

者
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
後
当
該
免
許
が
失
効
し
た
た
め
こ
れ
ら
の
行
為

た
め
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
免
許
の
取
消
し
又
は
効
力
の

を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
免
許
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
を
受
け
な
か
つ

停
止
を
受
け
な
か
つ
た
も
の

当
該
免
許
が
失
効
し
た
日

た
も
の

当
該
免
許
が
失
効
し
た
日

二

免
許
を
受
け
て
い
た
間
に
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
若
し
く
は
別
表
第
五
に

二

免
許
を
受
け
て
い
た
間
に
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
後
法
第
百
三
条
第
一
項
第

者
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
後
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
若
し
く
は
同
条

で
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
若
し

り
、
又
は
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
法
第

く
は
第
四
項
、
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い

百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定

三
条
第
三
項
若
し
く
は
法
第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
免
許
を

に
よ
り
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
た
め
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由

取
り
消
さ
れ
た
た
め
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
免
許
の
取
消

と
す
る
免
許
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
を
受
け
な
か
つ
た
も
の

当
該
免
許

し
又
は
効
力
の
停
止
を
受
け
な
か
つ
た
も
の

当
該
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日

が
取
り
消
さ
れ
た
日

三

（
略
）

三

（
略
）

第
三
十
三
条
の
二
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の

第
三
十
三
条
の
二
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の

同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
た
だ
し

一

法
第
九
十
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
が
当
該
保
留
の
期
間
内
に
重
ね
て
同

書
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
が
当
該
保
留
の
期
間
内
に
重
ね
て
同

号
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
法
第
百
二
条
第
七
項
の
規
定
に
違

号
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
法
第
百
二
条
第
四
項
の
規
定
に
違

反
し
て
同
条
第
六
項
の
通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
は

反
し
て
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
は

、
当
該
適
性
検
査
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と

、
当
該
適
性
検
査
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と

き
を
除
き
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

き
を
除
き
、
免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
免
許
の
拒
否
又
は
保
留
の
事
由
と
な
る
病
気
等
）

（
免
許
の
拒
否
又
は
保
留
の
事
由
と
な
る
病
気
等
）

第
三
十
三
条
の
二
の
三

（
略
）

第
三
十
三
条
の
二
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
九
十
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

４

法
第
九
十
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
別
表
第
二
の
一
の
表

と
す
る
。

に
定
め
る
点
数
が
六
点
以
上
で
あ
る
違
反
行
為
と
す
る
。

一

法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
第
三
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
自
動
車
等

の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

二

法
第
百
十
七
条
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た



一
〇
頁

も
の
に
限
る
。
）

三

別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
六
点
以
上
で
あ
る
一
般
違
反
行
為

（
免
許
を
与
え
た
後
に
お
け
る
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
の
基
準
）

（
免
許
を
与
え
た
後
に
お
け
る
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
の
基
準
）

第
三
十
三
条
の
三

法
第
九
十
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

第
三
十
三
条
の
三

法
第
九
十
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

免
許
を
受
け
た
者
が
第
三
十
三
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て

一

免
許
を
受
け
た
者
が
第
三
十
三
条
の
二
の
基
準
に
お
い
て
免
許
を
与
え
な
い

同
じ
。
）
の
基
準
に
お
い
て
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
た
と
き
（
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第

た
と
き
（
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
係
る
者
に

四
号
又
は
第
五
号
に
係
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
続
き
同
項
第
一
号

あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
続
き
同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五

、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ

号
に
該
当
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
す
も
の

の
者
の
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
免
許
の
拒
否
等
の
場
合
の
免
許
の
欠
格
期
間
の
指
定
の
基
準
）

（
免
許
の
拒
否
等
の
場
合
の
免
許
の
欠
格
期
間
の
指
定
の
基
準
）

第
三
十
三
条
の
四

法
第
九
十
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

第
三
十
三
条
の
四

法
第
九
十
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
基
準
に
係
る
も
の
と
し
て

二

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
基
準
に
係
る
も
の
と
し
て

免
許
を
拒
否
し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
行

免
許
を
拒
否
し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
同
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
五

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
同
項
第
一
号
イ
又
は
第
四
号
イ
に
該
当
す
る
者

年
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
四
年
、
同
号
ハ
又
は
同
項
第
四
号
イ

に
あ
つ
て
は
五
年
、
同
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
三
年
、
同
項

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
三
年
、
同
項
第
一
号
ニ
又
は
第
四
号
ロ
に
該
当
す

第
一
号
ハ
又
は
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
二
年
、
同
項
第
一
号
ニ

る
者
に
あ
つ
て
は
二
年
、
同
項
第
一
号
ホ
又
は
第
四
号
ハ
に
該
当
す
る
者
に
あ

又
は
第
四
号
ハ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と

つ
て
は
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

す
る
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

法
第
九
十
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

２

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
五
年
、
四

。

年
、
三
年
、
二
年
及
び
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
基
準
に
係
る
も
の
と
し
て

免
許
を
拒
否
し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
同
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
十

年
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
九
年
、
同
号
ハ
又
は
同
項
第
三
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
八
年
、
同
項
第
一
号
ニ
又
は
第
三
号
ロ
に
該
当
す



一
一
頁

る
者
に
あ
つ
て
は
七
年
、
同
項
第
一
号
ホ
又
は
第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
者
に
あ

つ
て
は
六
年
、
同
項
第
一
号
ヘ
又
は
第
三
号
ニ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
五

年
、
同
項
第
一
号
ト
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
四
年
、
同
号
チ
に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

二

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
又
は
第
四
号
の
基
準
に
係
る
も
の
と
し
て

免
許
を
拒
否
し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
行

為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
同
項
第
二
号
イ
又
は
第
四
号
イ
に
該
当
す
る
者

に
あ
つ
て
は
十
年
、
同
項
第
二
号
ロ
又
は
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て

は
九
年
、
同
項
第
二
号
ハ
又
は
第
四
号
ハ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
八
年
、

同
項
第
二
号
ニ
又
は
第
四
号
ニ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
七
年
、
同
項
第
二

号
ホ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
六
年
、
同
号
ヘ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は

五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

三

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
基
準
に
係
る
も
の
と
し
て
免
許
を
拒
否

し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
免
許
以
外
の

免
許
の
取
消
し
又
は
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
に
よ
り
免
許
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
期
間
の
満
了
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３

第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
前

項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
十
年
、
九
年
、
八
年
、
七
年
、
六
年
、
五
年
、
四
年
、

三
年
、
二
年
及
び
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
免
許
の
保
留
等
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）

（
免
許
の
保
留
等
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）

第
三
十
三
条
の
五

法
第
九
十
条
第
十
二
項
及
び
第
百
三
条
第
十
項
（
法
第
百
七
条

第
三
十
三
条
の
五

法
第
九
十
条
第
九
項
及
び
第
百
三
条
第
八
項
（
法
第
百
七
条
の

の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、

五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
法

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
日
以
後
に
お
け
る

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
日
以
後
に
お
け
る
当

当
該
講
習
を
終
了
し
た
者
の
免
許
の
保
留
若
し
く
は
効
力
の
停
止
の
期
間
又
は
自

該
講
習
を
終
了
し
た
者
の
免
許
の
保
留
若
し
く
は
効
力
の
停
止
の
期
間
又
は
自
動

動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
の
免
許
の
保
留
若
し

車
等
の
運
転
の
禁
止
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
の
免
許
の
保
留
若
し
く

く
は
効
力
の
停
止
の
期
間
又
は
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
期
間
が
四
十
日
以
上

は
効
力
の
停
止
の
期
間
又
は
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
期
間
が
四
十
日
以
上
の

の
場
合
に
は
、
当
該
期
間
の
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

場
合
に
は
、
当
該
期
間
の
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
仮
運
転
免
許
の
拒
否
の
基
準
）

（
仮
運
転
免
許
の
拒
否
の
基
準
）

第
三
十
三
条
の
五
の
二

法
第
九
十
条
第
十
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
条

第
三
十
三
条
の
五
の
二

法
第
九
十
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
条
第

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
六
月
の
間
自
動
車
等
の
安
全
な
運
転

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
六
月
の
間
自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に

に
必
要
な
認
知
、
予
測
、
判
断
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く
こ
と

必
要
な
認
知
、
予
測
、
判
断
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く
こ
と
と



一
二
頁

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
症
状
を
呈
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
仮
運
転

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
症
状
を
呈
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
仮
運
転
免

免
許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

許
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
優
良
運
転
者
及
び
違
反
運
転
者
等
に
係
る
基
準
）

（
優
良
運
転
者
及
び
違
反
運
転
者
等
に
係
る
基
準
）

第
三
十
三
条
の
七

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
２
の
政
令
で
定

第
三
十
三
条
の
七

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
２
の
政
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
日
前
五
年
間
に
お
い
て
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
若
し
く
は
別
表
第
五
に

定
め
る
日
前
五
年
間
に
お
い
て
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

掲
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
と
す
る
。

こ
と
が
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
４
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

２

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
４
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
五

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
五

年
間
に
お
い
て
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
若
し
く
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
行
為
を

年
間
に
お
い
て
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
こ

し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
（
軽
微
違
反
行
為
一
回
の
ほ
か
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
こ

と
（
軽
微
違
反
行
為
一
回
の
ほ
か
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
（
当

と
が
な
い
場
合
（
当
該
軽
微
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場

該
軽
微
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
交
通
事
故
が
建
造
物
以
外
の
物
の
損
壊
の
み
に
係
る
も
の

該
交
通
事
故
が
建
造
物
以
外
の
物
の
損
壊
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
法

で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
と
き

第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。
）
を
除
く

に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。

（
免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い

（
免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い

者
）

者
）

第
三
十
七
条
の
六

法
第
百
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、

第
三
十
七
条
の
六

法
第
百
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
百
一
条
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
（
法
第
百
一
条
の
二
第
一

一

法
第
百
一
条
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
（
法
第
百
一
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
更
新
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
更
新
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
申
請
を
す
る
日
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
六
月
以
内
に
法
第
百
八
条

当
該
申
請
を
す
る
日
）
前
三
月
以
内
に
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に

の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習
を
受
け
た
者

掲
げ
る
講
習
を
受
け
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
三
十
七
条
の
六
の
二

法
第
百
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者

第
三
十
七
条
の
六
の
二

法
第
百
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
百
一
条
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
前
六
月
以
内
に
法
第
百
八

一

免
許
証
の
更
新
を
申
請
す
る
日
前
六
月
以
内
に
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準

規
定
に
よ
る
講
習
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

に
適
合
す
る
も
の
を
終
了
し
た
者

を
終
了
し
た
者



一
三
頁

二

法
第
百
一
条
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
前
六
月
以
内
に
法
第
百
八

二

免
許
証
の
更
新
を
申
請
す
る
日
前
六
月
以
内
に
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二

条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
（
法
第
百
八

課
程
（
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習
と
同
等
の
効
果
が

条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習
と
同
等
の
効
果
が
あ
る
課
程
の
基
準

あ
る
課
程
の
基
準
と
し
て
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
家

と
し
て
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た
者

者
（
臨
時
適
性
検
査
）

（
臨
時
適
性
検
査
）

第
三
十
七
条
の
七

法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
自
動
車
等
の

第
三
十
七
条
の
七

運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

法
第
七
条
（
信
号
機
の
信
号
等
に
従
う
義
務
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

二

法
第
八
条
（
通
行
の
禁
止
等
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

三

法
第
十
七
条
（
通
行
区
分
）
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定

に
違
反
す
る
行
為

四

法
第
二
十
条
（
車
両
通
行
帯
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

五

法
第
二
十
五
条
の
二
（
横
断
等
の
禁
止
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

六

法
第
二
十
六
条
の
二
（
進
路
の
変
更
の
禁
止
）
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
違
反
す
る
行
為

七

法
第
三
十
三
条
（
踏
切
の
通
過
）
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為

八

法
第
三
十
五
条
（
指
定
通
行
区
分
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

九

法
第
三
十
六
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為

十

法
第
三
十
七
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為

十
一

法
第
三
十
八
条
（
横
断
歩
道
等
に
お
け
る
歩
行
者
等
の
優
先
）
の
規
定
に

違
反
す
る
行
為

十
二

法
第
三
十
八
条
の
二
（
横
断
歩
道
の
な
い
交
差
点
に
お
け
る
歩
行
者
の
優

先
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
三

法
第
四
十
二
条
（
徐
行
す
べ
き
場
所
）
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

十
四

法
第
四
十
三
条
（
指
定
場
所
に
お
け
る
一
時
停
止
）
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為

２

法
第
百
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も

法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も



一
四
頁

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
軽
微
違
反
行
為
等
）

（
軽
微
違
反
行
為
等
）

第
三
十
七
条
の
八

法
第
百
二
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
行
為
は
、
別
表
第

第
三
十
七
条
の
八

法
第
百
二
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
行
為
は
、
別
表
第

二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
三
点
以
下
で
あ
る
一
般
違
反
行
為
と
す
る
。

二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
三
点
以
下
で
あ
る
違
反
行
為
と
す
る
。

２

法
第
百
二
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

２

法
第
百
二
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

と
と
な
る
こ
と
と
す
る
。

と
と
な
る
こ
と
と
す
る
。

一

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
（
第
三

一

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
六
点
で
あ

十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
累
積
点
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
六
点

る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

二

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
時
に
お
い
て
、
当

二

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
違
反
行
為
を
し
た
時
に
お
い
て
、
当
該
違

該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
者
に
別
表
第
三
に
規
定
す
る
前
歴
（
次
号
に
お
い
て

反
行
為
を
し
た
者
に
別
表
第
三
に
規
定
す
る
前
歴
（
次
号
に
お
い
て
「
前
歴
」

「
前
歴
」
と
い
う
。
）
が
な
い
こ
と
。

と
い
う
。
）
が
な
い
こ
と
。

三

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す

三

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す
る
過

る
過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
そ
の
他
の
違
反
行
為
（
当
該
そ
の
他
の
違
反
行
為

去
三
年
以
内
に
お
い
て
そ
の
他
の
違
反
行
為
（
当
該
そ
の
他
の
違
反
行
為
に
係

に
係
る
累
積
点
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

る
累
積
点
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

下
欄
に
定
め
る
点
数
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と

に
定
め
る
点
数
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

。
当
該
そ
の
他
の
違
反
行
為
を
し
た
時
に
お
け
る
前

当
該
そ
の
他
の
違
反
行
為
を
し
た
時
に
お
け
る
前

点

数

点

数

歴
の
回
数

歴
の
回
数

な

し

六
点
以
上

な

し

六
点
以
上

一

回

四
点
以
上

一

回

四
点
以
上

二
回
以
上

二
点
以
上

二
回
以
上

二
点
以
上

四

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
一
般
違
反
行
為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す

四

軽
微
違
反
行
為
に
該
当
す
る
当
該
違
反
行
為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す
る
過

る
過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
別
表
第
四
又
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

去
三
年
以
内
に
お
い
て
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

こ
と
が
な
い
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
及
び
免
許
の
欠
格
期
間
の
指
定
の
基
準
）

（
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
及
び
免
許
の
欠
格
期
間
の
指
定
の
基
準
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

４

免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た



一
五
頁

場
合
に
つ
い
て
の
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

場
合
に
つ
い
て
の
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

。

一

法
第
百
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
本
文
の

一

法
第
百
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
同
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
者
が
重
ね
て
同
号
に
該
当
し
た
場
合

規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
者
が
重
ね
て
同
号
に
該
当
し
た
場
合

に
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を

に
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

５

免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
の
い
ず
れ
か
に

５

免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
の
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
の
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

イ

一
般
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累

イ

違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が

積
点
数
が
、
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

、
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、

れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
、
第
四
欄
、
第
五
欄
又
は
第
六
欄
に
掲
げ
る
点

第
三
欄
、
第
四
欄
又
は
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
。

数
に
該
当
し
た
と
き
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
も
の
と
す

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

イ

一
般
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累

イ

違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が

積
点
数
が
、
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

、
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に

れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
。

掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

６

法
第
百
三
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

６

法
第
百
三
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
し
た
と
き
（
次

二

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
（
次
号
に

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が

次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

イ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
五
年
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
と
き
は
三
年
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
二
年
、

た
場
合

五
年

同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
一
年
の
期
間
と
す
る
。

ロ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し



一
六
頁

た
場
合

四
年

ハ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

三
年

ニ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

二
年

ホ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

一
年

三

一
般
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
免

三

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
免
許
取

許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
違
反
行
為
が
法
第
九
十
条
第

消
歴
等
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
が
法
第
九
十
条
第
七
項
若
し

九
項
若
し
く
は
第
十
項
若
し
く
は
法
第
百
三
条
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規

く
は
法
第
百
三
条
第
六
項
の
規
定
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

り
指
定
さ
れ
又
は
定
め
ら
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

又
は
定
め
ら
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（

ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
さ
れ
た
も

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
さ
れ
た
も
の

の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の

で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
と

第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ

す
る
。

る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
五
年
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

イ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

た
と
き
は
四
年
、
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
三
年
の

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に

期
間
と
す
る
。

掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

五
年

ロ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

四
年

ハ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

三
年

四

重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
で
法
第
百
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規

四

重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を

定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
し
た
と

取
り
消
し
た
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
行

き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

為
が
別
表
第
四
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
五
年
、
同
表
第
二
号
に

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
二
年
、
同
表
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

三
年

は
一
年
の
期
間
と
す
る
。

ロ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

二
年



一
七
頁

ハ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

一
年

五

重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
で
法
第
百
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規

五

重
大
違
反
唆
し
等
又
は
道
路
外
致
死
傷
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を

定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た

取
り
消
さ
れ
た
者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
が
特

者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
が
特
定
期
間
内
に
さ

定
期
間
内
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
が
別
表
第
四
第

れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
五
年
、
同
表
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

る
期
間
と
す
る
。

る
と
き
は
四
年
、
同
表
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
三
年
の
期
間
と

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

五
年

す
る
。

ロ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

四
年

ハ

当
該
行
為
が
別
表
第
四
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

三
年

７

法
第
百
三
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

特
定
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
し
た
と
き
（
次

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

イ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

十
年

ロ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

九
年

ハ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

八
年

ニ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

七
年

ホ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

六
年

ヘ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

五
年

ト

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄



一
八
頁

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
八
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

四
年

チ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
前
歴
が
な

い
者
の
項
の
第
九
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

三
年

二

特
定
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
免

許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
違
反
行
為
が
特
定
期
間
内
に

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
期
間
と
す
る
。

イ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に

掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

十
年

ロ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

九
年

ハ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

八
年

ニ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

七
年

ホ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
八
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

六
年

ヘ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
前
歴
が
な

い
者
の
項
の
第
九
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

五
年

三

法
第
百
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

免
許
を
取
り
消
し
た
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

八
年

ロ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

七
年

ハ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

六
年

ニ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

五
年

四

法
第
百
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て



一
九
頁

免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行

為
が
特
定
期
間
内
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

イ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

十
年

ロ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

九
年

ハ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

八
年

ニ

当
該
行
為
が
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合

七
年

（
意
見
の
聴
取
の
手
続
）

（
意
見
の
聴
取
の
手
続
）

第
三
十
九
条

法
第
百
四
条
第
一
項
（
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
六
項
及
び
第
百
七

第
三
十
九
条

法
第
百
四
条
第
一
項
（
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
六
項
及
び
第
百
七

条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
十
四
条
第
二

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
十
四
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
お
け
る
処
分

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
お
け
る
処
分

を
し
よ
う
と
す
る
理
由
並
び
に
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
の
通
知
は
、
文
書

を
し
よ
う
と
す
る
理
由
並
び
に
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
の
通
知
は
、
文
書

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
臨
時
適
性
検
査
に
係
る
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
の
基
準
）

（
臨
時
適
性
検
査
に
係
る
免
許
の
取
消
し
又
は
停
止
の
基
準
）

第
三
十
九
条
の
二

法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
三
十
九
条
の
二

法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た

一

法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た

者
が
当
該
停
止
の
期
間
内
に
重
ね
て
法
第
百
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

者
が
当
該
停
止
の
期
間
内
に
重
ね
て
法
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該

通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
免
許
を
取
り
消
す
も

通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
免
許
を
取
り
消
す
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

二

法
第
百
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に

二

法
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
場
合
（
前
号
に

違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
場
合
（
前
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
に
よ
る
取
消
し
の
基
準
）

（
申
請
に
よ
る
取
消
し
の
基
準
）

第
三
十
九
条
の
二
の
三

法
第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し

第
三
十
九
条
の
二
の
三

法
第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し

は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

当
し
な
い
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二
〇
頁

二

法
第
九
十
条
第
五
項
、
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
（
法
第
百
四

二

法
第
九
十
条
第
四
項
、
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
法
第
百
四

条
の
二
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
百

条
の
二
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
百
四
条

四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
の
基
準
又
は
法
第
九
十

の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
の
基
準
に
該
当
し
て
い
る
こ

条
第
六
項
若
し
く
は
法
第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
の
要

と
。

件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

三

法
第
九
十
条
第
五
項
、
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
（
法
第
百
四

三

法
第
九
十
条
第
四
項
、
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
法
第
百
四

条
の
二
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
百
四
条

条
の
二
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
百
四
条

の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の

の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
の
基
準
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
の
基
準
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
仮
運
転
免
許
の
取
消
し
の
基
準
）

（
仮
運
転
免
許
の
取
消
し
の
基
準
）

第
三
十
九
条
の
三

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

第
三
十
九
条
の
三

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
七
条
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号

三

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号

若
し
く
は
第
三
号
、
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
、
法

、
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
、
法
第
百
十
七
条
の
三

第
百
十
七
条
の
三
、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
若
し
く
は
法
第
百
十
八
条
第

、
法
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
若
し
く
は
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第

一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
（
法
第
八
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で

二
号
、
第
七
号
（
法
第
八
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
八
号
に
係
る
違
反
行
為
（
法
第
百
十
八

る
。
）
若
し
く
は
第
八
号
に
係
る
違
反
行
為
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
一
号

条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る

り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速

速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速
度
を
三
十
キ
ロ
メ

度
を
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ

ー
ト
ル
毎
時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

メ
ー
ト
ル
毎
時
）
以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
に
、
法
第
百
十
八
条
第

以
上
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
に
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
係

一
項
第
二
号
に
係
る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
車
両
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第

る
違
反
行
為
に
あ
つ
て
は
車
両
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

一
項
の
規
定
に
よ
り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
数
値
の
二
倍

り
積
載
物
の
重
量
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
数
値
の
二
倍
以
上
の
重
量
の
積

以
上
の
重
量
の
積
載
を
し
て
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動

載
を
し
て
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
を
運
転
す
る
行

車
を
運
転
す
る
行
為
に
限
る
。
）
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
一
項

為
に
限
る
。
）
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
自
動
車

若
し
く
は
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五

損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
違
反

条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

四

仮
運
転
免
許
を
受
け
た
者
が
別
表
第
四
又
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
行
為
を
し

四

別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
。

た
と
き
。

２

法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
三
十
七
条
の
七
第
二

２

法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
三
十
七
条
の
七
第
一



二
一
頁

項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
仮
運
転
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
こ
と

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
仮
運
転
免
許
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る

と
す
る
。

。

（
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
基
準
）

（
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
基
準
）

第
四
十
条

法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

第
四
十
条

法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に

一

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に

該
当
し
た
と
き
（
法
第
百
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
者
の
身
体

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
（
法
第
百
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

の
状
態
に
応
じ
た
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
じ
て
も
、
な
お
自
動
車
等
の

そ
の
者
の
身
体
の
状
態
に
応
じ
た
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
じ
て
も
、
な

運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
一
年
を
超
え
な

お
自
動
車
等
の
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

い
範
囲
内
の
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
を

と
す
る
。

禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

二

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
一
般
違
反
行
為
を
し
た
と
き
（
次
号

二

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
違
反
行
為
を
し
た
場
合
（
次
号
に
掲

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
、
別

に
定
め
る
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と

表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

す
る
。

点
数
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
五
年
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点

イ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

数
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
三
年
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
二
年
、
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に

た
場
合

五
年

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
一
年
の
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転

ロ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

四
年

ハ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

三
年

ニ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

二
年

ホ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

一
年

三

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
で
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
る
も
の

三

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
で
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
る
も
の

が
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
一
般
違
反
行
為
を

が
法
第
九
十
条
第
七
項
若
し
く
は
法
第
百
三
条
第
六
項
の
規
定
若
し
く
は
法
第



二
二
頁

し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
、
そ

百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
若
し
く
は
定
め
ら
れ
た
期
間
内

の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

又
は
こ
れ
に
引
き
続
く
五
年
の
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

イ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
又
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は

掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

五
年

五
年
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
四
年
、
同
表
の
第

ロ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
と
き
は
三
年
の
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

を
運
転
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

た
場
合

四
年

ハ

当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

三
年

四

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
一
般
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い

四

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

て
、
当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
一
の
表
の
第
一
欄

当
該
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
、
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と

と
き
は
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す

き
は
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る

る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
七
条
の
五
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
特
定
違
反
行
為
を
し
た
と
き
（
次
号

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と

す
る
。

イ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

十
年

ロ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

九
年

ハ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

八
年

ニ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し



二
三
頁

た
場
合

七
年

ホ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

六
年

ヘ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

五
年

ト

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
八
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

四
年

チ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
前
歴
が
な
い
者

の
項
の
第
九
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

三
年

二

国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
で
免
許
取
消
歴
等
保
有
者
で
あ
る
も
の
が
第

三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
特
定
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
、
そ
の
者
が
自
動
車

等
を
運
転
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
、
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
点

数
に
該
当
し
た
場
合

十
年

ロ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

九
年

ハ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

八
年

ニ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

七
年

ホ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
八
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し

た
場
合

六
年

ヘ

当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
別
表
第
三
の
二
の
表
前
歴
が
な

い
者
の
項
の
第
九
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
場
合

五
年



二
四
頁

（
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
）

（
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
）

第
四
十
条
の
三

法
第
百
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と

第
四
十
条
の
三

法
第
百
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
拒
否
及
び
保
留
、
同

二

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
拒
否
及
び
保
留
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
拒
否
、
同
条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
及
び
第

条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
り

）
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
り
及
び
証
拠
の
受
取
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定

及
び
証
拠
の
受
取
り
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
及
び
効
力

に
よ
る
免
許
の
取
消
し
及
び
効
力
の
停
止
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
適
性

の
停
止
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
、
同
条
第
八
項
の
規
定

検
査
の
結
果
の
判
定
又
は
診
断
書
の
受
取
り
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
免

に
よ
る
適
性
検
査
の
結
果
の
判
定
又
は
診
断
書
の
受
取
り
、
同
条
第
九
項
又
は

許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の
指
定
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
免

第
十
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の
指
定
、
同
条

許
の
保
留
の
期
間
及
び
効
力
の
停
止
の
期
間
の
短
縮
並
び
に
同
条
第
十
項
の
規

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
保
留
の
期
間
及
び
効
力
の
停
止
の
期
間
の
短

定
に
よ
る
仮
免
許
の
拒
否
に
係
る
事
務

縮
並
び
に
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
仮
免
許
の
拒
否
に
係
る
事
務

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

六

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
認
知
機
能
検
査
の
結

六

法
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
試
験
の

果
の
判
定
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
試
験
の
一

一
部
の
免
除
に
係
る
事
務

部
の
免
除
に
係
る
事
務

七
〜
十
三

(

略)

七
〜
十
三

(

略
）

十
四

法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
知
機
能
検
査
の
結
果
の
判
定

に
係
る
事
務

十
五

法
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
適
性
検
査
の
結
果

十
四

法
第
百
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
適
性
検
査
の
結
果
の
判

の
判
定
及
び
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
診
断
書
の
受

定
に
係
る
事
務

取
り
に
係
る
事
務

十
六

法
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
及
び
効

十
五

法
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
及
び
効

力
の
停
止
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
、
同
条
第
六
項
の
規

力
の
停
止
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
適
性
検
査
の
結
果
の
判
定
又
は
診
断

定
に
よ
る
適
性
検
査
の
結
果
の
判
定
又
は
診
断
書
の
受
取
り
、
同
条
第
七
項
又

書
の
受
取
り
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の
指
定
並
び

期
間
の
指
定
並
び
に
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
の
期
間

に
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
の
期
間
の
短
縮
に
係
る
事

の
短
縮
に
係
る
事
務

務
十
七

法
第
百
四
条
第
二
項
（
法
第
百
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

十
六

法
第
百
四
条
第
二
項
（
法
第
百
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
り
及
び
証
拠
の
受
取
り
並
び
に
法

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
り
及
び
証
拠
の
受
取
り
並
び
に
法

第
百
四
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
百
四
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含



二
五
頁

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
又
は
関
係
人
の
出
頭
の
要
求
及
び
そ
の
意
見
又

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
又
は
関
係
人
の
出
頭
の
要
求
及
び
そ
の
意
見
又

は
事
情
の
聴
取
り
に
係
る
事
務

は
事
情
の
聴
取
り
に
係
る
事
務

十
八

法
第
百
四
条
の
二
第
五
項
（
法
第
百
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

十
七

法
第
百
四
条
の
二
第
五
項
（
法
第
百
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
又
は
関
係
人
の
出
頭
の
要
求
及
び

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
参
考
人
又
は
関
係
人
の
出
頭
の
要
求
及
び

そ
の
意
見
又
は
事
情
の
聴
取
り
に
係
る
事
務

そ
の
意
見
又
は
事
情
の
聴
取
り
に
係
る
事
務

十
九

（
略
）

十
八

（
略
）

二
十

法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

十
九

法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
及
び
効
力
の
停
止
に

す
る
法
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
及
び
効
力
の
停
止
に

係
る
事
務

係
る
事
務

二
十
一
〜
二
十
三

（
略
）

二
十
〜
二
十
二

（
略
）

二
十
四

法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
同
条
第
九
項

二
十
三

法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
及
び
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
の

る
法
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
並
び
に
法
第

禁
止
及
び
法
第
百
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
十
項

百
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
期
間
の
短
縮
に
係
る
事
務

自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
期
間
の
短
縮
に
係
る
事
務

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
第
一

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
区
分
と

欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
区
分
と

し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は

し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は

、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
同
項
の
人

、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
同
項
の
人

件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ

件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

手
数
料

物
件
費
及
び
施
設

人
件
費
に
対
応
す

手
数
料

物
件
費
及
び
施
設

人
件
費
に
対
応
す

区

分

区

分

の
種
別

費
に
対
応
す
る
額

る
額

の
種
別

費
に
対
応
す
る
額

る
額

（
略
）

（
略
）

経
由
手

二
百
円

四
百
円

経
由
手

二
百
円

四
百
円

数
料

数
料

認
知
機

二
百
五
十
円

四
百
円

能
検
査

手
数
料

（
略
）

（
略
）

講
習
手

（
略
）

講
習
手

（
略
）



二
六
頁

数
料

法
第
百
八
条
の

小
型
特
殊
自

千
九
百
円
（
当
該

三
千
九
百
円
（
当

数
料

法
第
百
八
条
の

小
型
特
殊
自

講
習
一
時
間
に
つ

講
習
一
時
間
に
つ

二
第
一
項
第
十

動
車
免
許
以

講
習
が
法
第
九
十

該
講
習
が
法
第
九

二
第
一
項
第
十

動
車
免
許
以

い
て
八
百
五
十
円

い
て
千
二
百
円

二
号
に
掲
げ
る

外
の
第
一
種

七
条
の
二
第
一
項

十
七
条
の
二
第
一

二
号
に
掲
げ
る

外
の
第
一
種

講
習

運
転
免
許
又

第
三
号
イ
又
は
第

項
第
三
号
イ
又
は

講
習

運
転
免
許
又

は
第
二
種
運

百
一
条
の
四
第
二

第
百
一
条
の
四
第

は
第
二
種
運

転
免
許
を
受

項
の
規
定
に
よ
り

二
項
の
規
定
に
よ

転
免
許
を
受

け
て
い
る
者

認
知
機
能
検
査
の

り
認
知
機
能
検
査

け
て
い
る
者

に
対
す
る
講

結
果
に
基
づ
い
て

の
結
果
に
基
づ
い

に
対
す
る
講

習

行
う
も
の
で
あ
る

て
行
う
も
の
で
あ

習

場
合
に
あ
つ
て
は

る
場
合
に
あ
つ
て

、
千
七
百
五
十
円

は
、
三
千
六
百
円

）

）

小
型
特
殊
自

七
百
円

千
六
百
五
十
円

小
型
特
殊
自

講
習
一
時
間
に
つ

講
習
一
時
間
に
つ

動
車
免
許
の

動
車
免
許
の

い
て
五
百
円

い
て
千
円

み
を
受
け
て

み
を
受
け
て

い
る
者
に
対

い
る
者
に
対

す
る
講
習

す
る
講
習

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
四
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に

第
四
十
四
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に

掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に

つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

一

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
九
条
の
二
第
五
項
、
第
五
十
七

一

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
九
条
の
二
第
五
項
、
第
五
十
七

条
第
二
項
、
第
六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
六
号
、
第
七
十
六
条
第
四
項
第
七
号

条
第
二
項
、
第
六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
六
号
、
第
七
十
六
条
第
四
項
第
七
号

、
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
三
条
第
三
項
（
第
百
四
条
の
二
の
三
第

、
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
三
条
第
二
項
（
第
百
四
条
の
二
の
三
第

三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
七
条
の
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
七
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
の
五
第
四
項
、
第
百
八
条
の
三
十

含
む
。
）
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
の
五
第
三
項
、
第
百
八
条
の
三
十

第
一
項
及
び
第
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
定
め
に
関
す
る

第
一
項
及
び
第
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
定
め
に
関
す
る

事
務

事
務



二
七
頁

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
反
則
行
為
の
種
別
及
び
反
則
金
の
額
）

（
反
則
行
為
の
種
別
及
び
反
則
金
の
額
）

第
四
十
五
条

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
反
則
行
為
の
種
別
及
び

第
四
十
五
条

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
反
則
行
為
の
種
別
及
び

同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
反
則
金
の
額
は
、
別
表
第
六
に
定
め
る
と
お
り
と

同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
反
則
金
の
額
は
、
別
表
第
五
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三
、
第

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三
、
第

三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）

三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）

一

一
般
違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

一

違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

一
般
違
反
行
為
の
種
別

点
数

違
反
行
為
の
種
別

点
数

酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
以
上
）
、
過
労
運
転
等
又
は
共
同
危

二
十
五
点

酒
酔
い
運
転
、
麻
薬
等
運
転
又
は
共
同
危
険
行
為
等
禁
止
違
反

二
十
五
点

険
行
為
等
禁
止
違
反

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
無
免
許
運
転

二
十
三
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
無
免
許
運
転

二
十
三
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
無
免
許
運
転

二
十
点

無
免
許
運
転
又
は
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
五

十
九
点

無
免
許
運
転
又
は
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
五

十
九
点

十
以
上
）
等

十
以
上
）
等

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）

十
六
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）

十
六
点

以
上
五
十
未
満
）
等

以
上
五
十
未
満
）
等

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（

十
五
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（

十
五
点

高
速
四
十
）
未
満
）
等

高
速
四
十
）
未
満
）
等

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等

十
四
点

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等

十
四
点

酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
未
満
）

十
三
点

酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
以
上
）
、
過
労
運
転
等
又
は
酒
気
帯

十
三
点

び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
五
十
以
上
）
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）

九
点

以
上
五
十
未
満
）
等

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（

八
点

高
速
四
十
）
未
満
）
等

酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等

七
点

速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
、
積
載
物
重

六
点

速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
、
積
載
物
重

六
点



二
八
頁

量
制
限
超
過
（
大
型
等
十
割
以
上
）
、
無
車
検
運
行
又
は
無
保
険

量
制
限
超
過
（
大
型
等
十
割
以
上
）
、
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二

運
行

五
未
満
）
、
無
車
検
運
行
又
は
無
保
険
運
行

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

特
定
違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

特
定
違
反
行
為
の
種
別

点
数

運
転
殺
人
等
又
は
危
険
運
転
致
死

六
十
二
点

運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
三
月
以
上
又
は
後
遺
障
害
）
又
は
危
険

五
十
五
点

運
転
致
傷
（
治
療
期
間
三
月
以
上
又
は
後
遺
障
害
）

運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
三
十
日
以
上
）
又
は
危
険
運
転
致
傷
（

五
十
一
点

治
療
期
間
三
十
日
以
上
）

運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
十
五
日
以
上
）
又
は
危
険
運
転
致
傷
（

四
十
八
点

治
療
期
間
十
五
日
以
上
）

運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
十
五
日
未
満
又
は
建
造
物
損
壊
）
又
は

四
十
五
点

危
険
運
転
致
傷
（
治
療
期
間
十
五
日
未
満
）

酒
酔
い
運
転
、
麻
薬
等
運
転
又
は
救
護
義
務
違
反

三
十
五
点

三

違
反
行
為
に
付
す
る
付
加
点
数
（
交
通
事
故
の
場
合
）

二

違
反
行
為
に
付
す
る
付
加
点
数
（
交
通
事
故
の
場
合
）

（
略
）

（
略
）

三

違
反
行
為
に
付
す
る
付
加
点
数
（
交
通
事
故
の
場
合
の
措
置
義
務
違
反
を
し

た
場
合
）

措
置
義
務
違
反
の
種
別

点
数

人
の
死
亡
又
は
傷
害
に
係
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
お
け

二
十
三
点

る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

物
の
損
壊
に
係
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
七

五
点

十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

備
考

備
考

一

違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１

一
の
表
又
は
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
の
種
別
に
応
じ
、
こ

１

一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行
為
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時

掲
げ
る
点
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
二
以
上
の
種
別
の

に
二
以
上
の
種
別
の
違
反
行
為
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
違
反
行
為

違
反
行
為
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
違
反
行
為
の
点
数
の
う
ち
最
も



二
九
頁

の
点
数
の
う
ち
最
も
高
い
点
数
（
同
じ
点
数
の
と
き
は
、
そ
の
点
数
）
に

高
い
点
数
（
同
じ
点
数
の
と
き
は
、
そ
の
点
数
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

２

当
該
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
（
二
の

２

当
該
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
次

114

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
定

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

123

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
に
よ
る
点
数
に
、
三
の
表
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄

１
に
よ
る
点
数
に
、
二
の
表
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄

(ｲ)

(ｲ)

に
掲
げ
る
点
数
を
加
え
た
点
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
交
通
事
故
が

に
掲
げ
る
点
数
を
加
え
た
点
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
交
通
事
故
が

建
造
物
以
外
の
物
の
損
壊
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
１
に
よ

建
造
物
以
外
の
物
の
損
壊
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
１
に
よ

る
点
数
と
す
る
。

る
点
数
と
す
る
。

法
第
百
十
七
条
の
五
第
一
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、

法
第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

に
よ

(ﾛ)

(ﾛ)

(ｲ)

に
よ
る
点
数
に
、
五
点
を
加
え
た
点
数
と
す
る
。

る
点
数
に
、
三
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
措
置
義
務
違
反
の
種
別
に
応
じ

(ｲ)

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数
を
加
え
た
点
数
と
す
る
。

３

二
の

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第

３

故
意
に
よ
る
人
の
死
傷
若
し
く
は
建
造
物
の
損
壊
に
係
る
違
反
行
為
を

114

123

百
十
七
条
の
五
第
一
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
１
に
よ
る

し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
又
は
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の

点
数
に
、
五
点
を
加
え
た
点
数
と
す
る
。

罪
に
当
た
る
行
為
（
違
反
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場

合
に
は
、
１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
十
五
点
と
す
る
。

二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

二

一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

１

「
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
以
上
）
」
と
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一

１

「
酒
酔
い
運
転
」
と
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る

項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち
身
体
に
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ

行
為
の
う
ち
酒
に
酔
つ
た
状
態
（
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運

き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二
五
ミ

転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
い
う
。
）
で
運
転
す
る
行
為
を
い

リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
で
運
転
す
る
行
為
を
い

う
。

う
。

２

「
過
労
運
転
等
」
と
は
、
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（

２

「
麻
薬
等
運
転
」
と
は
、
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
麻
薬
、

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

大
麻
、
あ
へ
ん
、
覚
せ
い
剤
又
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和

125

三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
物
の
影

響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
運
転
す
る
行

為
を
い
う
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
無
免
許
運
転
」
と
は
、
身
体
に
血
液

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
〇
・
二
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態



三
〇
頁

で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
６
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

４

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
無
免
許
運
転
」
と
は
、
身
体
に
第
四

５

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
無
免
許
運
転
」
と
は
、
身
体
に
第
四

十
四
条
の
三
に
定
め
る
程
度
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
（
１

十
四
条
の
三
に
定
め
る
程
度
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
（
４

に
規
定
す
る
状
態
を
除
く
。
）
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
５
に
規

に
規
定
す
る
状
態
を
除
く
。
）
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
６
に
規

定
す
る
行
為
を
い
う
。

定
す
る
行
為
を
い
う
。

５

（
略
）

６

（
略
）

６

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
五
十
以
上
）
等
」
と
は

７

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
五
十
以
上
）
等
」
と
は

、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

ま
で

、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

ま
で

11

13

14

16

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

７

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以

８

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以

上
五
十
未
満
）
等
」
と
は
、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合

上
五
十
未
満
）
等
」
と
は
、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合

に
お
け
る

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

に
お
け
る

、

、

又
は

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

14

17

20

21

23

24

８

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高

９

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高

速
四
十
）
未
満
）
等
」
と
は
、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場

速
四
十
）
未
満
）
等
」
と
は
、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る

、

又
は

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

合
に
お
け
る

、

又
は

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

18

20

21

25

27

28

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等
」
と

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
以
上
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等
」
と

９

10

は
、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

ま

は
、
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

ま

23

42

30

49

で
、

か
ら

ま
で
又
は

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う

で
、

か
ら

ま
で
又
は

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

44

58

60

113

51

65

67

120

「
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
未
満
）
」
と
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一

「
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
以
上
）
」
と
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一

10

11

項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
す
る
行

項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち
４
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
す
る
行

為
（
４
及
び
６
か
ら
９
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

為
（
１
、
４
及
び
７
か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う

10

。
「
過
労
運
転
等
」
と
は
、
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（

12
２
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
五
十
以
上
）
等
」
と
は

13
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

ま
で

14

16

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

〜

（
略
）

〜

（
略
）

11

13

14

16「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以

17
上
五
十
未
満
）
等
」
と
は
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合

に
お
け
る

、

、

又
は

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

20

21

23

24

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高

18
速
四
十
）
未
満
）
等
」
と
は
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場



三
一
頁

合
に
お
け
る

、

又
は

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

25

27

28

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等
」
と

19
は
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

ま

30

49

で
、

か
ら

ま
で
又
は

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

51

65

67

120

・

（
略
）

・

（
略
）

14

15

20

21「
酒
気
帯
び
運
転
（
〇
・
二
五
未
満
）
」
と
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一

22
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
す
る
行

為
（
１
、
５
、

及
び

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を

13

17

19

い
う
。

〜

（
略
）

〜

（
略
）

16

20

23

27

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
十
割
以
上
）
」
と
は
、
積
載
物
重

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
十
割
以
上
）
」
と
は
、
積
載
物
重

21

28

量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

15

21

〜

（
略
）

〜

（
略
）

22

41

29

48

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
、

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
、

42

49

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反

と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な

と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な

る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て

る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て

い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に

い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に

お
け
る
行
為
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を

お
け
る
行
為
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を

19

26

い
う
。

い
う
。

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第

43

50

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

為
（
同
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為

為
（
同
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為

の
う
ち

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
を
離
れ
て
直
ち

の
う
ち

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
を
離
れ
て
直
ち

19

26

に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
又
は

に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
又
は

当
該
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と

当
該
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

（
略
）

（
略
）

44

51

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
以
上
十
割
未
満
）
」
と
は
、

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
以
上
十
割
未
満
）
」
と
は
、

45

52

積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー

積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
百
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く

セ
ン
ト
以
上
百
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く

20

27



三
二
頁

。
）
を
い
う
。

。
）
を
い
う
。

〜

（
略
）

〜

（
略
）

46

78

53

85

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一

79

86

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の

二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
の
違
反
と
な

二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
の
違
反
と
な

る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
う
ち

及
び

に
規
定
す
る
も
の

う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
う
ち

及
び

に
規
定
す
る
も
の

19

42

26

49

を
除
く
。
）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

を
除
く
。
）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

43

50

〜

（
略
）

〜

（
略
）

80

87

87

94

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
未
満
）
」
と
は
、
積
載
物
重

「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
未
満
）
」
と
は
、
積
載
物
重

88

95

量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未

量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未

満
の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

満
の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

44

51

〜

（
略
）

〜

（
略
）

89

93

96

100

「
整
備
不
良
（
尾
燈
等
）
」
と
は
、
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す

「
整
備
不
良
（
尾
燈
等
）
」
と
は
、
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す

94

101

る
行
為
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

る
行
為
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

46

53

〜

（
略
）

〜

（
略
）

95

99

102

106

「
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五

「
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五

100

107

の
規
定
に
違
反
し
て
同
号
の
無
線
通
話
装
置
を
同
号
の
通
話
の
た
め
に
使

の
規
定
に
違
反
し
て
同
号
の
無
線
通
話
装
置
を
同
号
の
通
話
の
た
め
に
使

用
し
、
又
は
自
動
車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
に
持
ち
込
ま
れ
た
同
号

用
し
、
又
は
自
動
車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
に
持
ち
込
ま
れ
た
同
号

の
画
像
表
示
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
こ
れ
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視

の
画
像
表
示
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
こ
れ
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視

す
る
行
為
（

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

す
る
行
為
（

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

51

58

〜

（
略
）

〜

（
略
）

101

113

108

120

「
運
転
殺
人
等
」
と
は
、
自
動
車
等
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
亡
さ
せ
又

114
は
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為
で
故
意
（
人
の
傷
害
に
係
る
も
の
を
含
む

。
）
に
よ
る
も
の
（
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行

為
に
よ
つ
て
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。

「
危
険
運
転
致
死
」
と
は
、
人
の
死
亡
に
係
る
刑
法
第
二
百
八
条
の
二

115
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

「
運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
三
月
以
上
又
は
後
遺
障
害
）
」
と
は
、
自

116
動
車
等
の
運
転
に
よ
り
人
を
負
傷
さ
せ
又
は
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為

で
故
意
（
人
の
殺
害
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
る
も
の
（
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行



三
三
頁

為
に
よ
つ
て
人
が
負
傷
し
た
場
合
に
限
る
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。

118

120

）
の
う
ち
、
負
傷
者
の
治
療
期
間
（
負
傷
の
治
療
に
要
す
る
期
間
（
負
傷

者
の
数
が
二
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
最

も
負
傷
の
程
度
が
重
い
者
の
負
傷
の
治
療
に
要
す
る
期
間
）
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
負
傷
者
に
後
遺
障
害
（
負
傷

が
治
つ
た
と
き
（
そ
の
症
状
が
固
定
し
た
と
き
を
含
む
。
）
に
お
け
る
身

体
の
障
害
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
存
す
る
も
の
を
い
う
。

「
危
険
運
転
致
傷
（
治
療
期
間
三
月
以
上
又
は
後
遺
障
害
）
」
と
は
、

117
人
の
傷
害
（
治
療
期
間
が
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
後
遺
障
害
が
存
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
行
為

を
い
う
。

「
運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
三
十
日
以
上
）
」
と
は
、
自
動
車
等
の
運

118
転
に
よ
り
人
を
負
傷
さ
せ
又
は
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為
で
故
意
に
よ

る
も
の
の
う
ち
、
負
傷
者
の
治
療
期
間
が
三
十
日
以
上
三
月
未
満
で
あ
る

も
の
（
負
傷
者
に
後
遺
障
害
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

「
危
険
運
転
致
傷
（
治
療
期
間
三
十
日
以
上
）
」
と
は
、
人
の
傷
害
（

119
治
療
期
間
が
三
十
日
以
上
三
月
未
満
で
あ
る
も
の
（
後
遺
障
害
が
存
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当

た
る
行
為
を
い
う
。

「
運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
十
五
日
以
上
）
」
と
は
、
自
動
車
等
の
運

120
転
に
よ
り
人
を
負
傷
さ
せ
又
は
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為
で
故
意
に
よ

る
も
の
の
う
ち
、
負
傷
者
の
治
療
期
間
が
十
五
日
以
上
三
十
日
未
満
で
あ

る
も
の
（
負
傷
者
に
後
遺
障
害
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

「
危
険
運
転
致
傷
（
治
療
期
間
十
五
日
以
上
）
」
と
は
、
人
の
傷
害
（

121
治
療
期
間
が
十
五
日
以
上
三
十
日
未
満
で
あ
る
も
の
（
後
遺
障
害
が
存
す

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当

た
る
行
為
を
い
う
。

「
運
転
傷
害
等
（
治
療
期
間
十
五
日
未
満
又
は
建
造
物
損
壊
）
」
と
は

122
、
自
動
車
等
の
運
転
に
よ
り
人
を
負
傷
さ
せ
又
は
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る

行
為
で
故
意
に
よ
る
も
の
の
う
ち
、

、

及
び

に
規
定
す
る
行
為
以

116

118

120

外
の
も
の
を
い
う
。

「
危
険
運
転
致
傷
（
治
療
期
間
十
五
日
未
満
）
」
と
は
、
人
の
傷
害
（

123
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治
療
期
間
が
十
五
日
未
満
で
あ
る
も
の
（
後
遺
障
害
が
存
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
行
為

を
い
う
。

「
酒
酔
い
運
転
」
と
は
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
の
罪
に
当
た
る

124
行
為
（
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

「
麻
薬
等
運
転
」
と
は
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
三
号
の
罪
に
当
た
る

125
行
為
（
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

「
救
護
義
務
違
反
」
と
は
、
法
第
百
十
七
条
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
自

126
動
車
等
の
運
転
に
関
し
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

別
表
第
三
（
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
七
条
の
八
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
関

別
表
第
三
（
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
七
条
の
八
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
関

係
）

係
）

一

一
般
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
処
分
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
一
般
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
の
区
分

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

第
六
欄

第
七
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

第
六
欄

前
歴
が

四
十
五

四
十
点

三
十
五

二
十
五

十
五
点

六
点
か

前
歴
が
な

四
十
五
点

三
十
五
点

二
十
五
点

十
五
点
か

六
点
か
ら

な
い
者

点
以
上

か
ら
四

点
か
ら

点
か
ら

か
ら
二

ら
十
四

い
者

以
上

か
ら
四
十

か
ら
三
十

ら
二
十
四

十
四
点
ま

十
四
点

三
十
九

三
十
四

十
四
点

点
ま
で

四
点
ま
で

四
点
ま
で

点
ま
で

で

ま
で

点
ま
で

点
ま
で

ま
で

前
歴
が
一

四
十
点
以

三
十
点
か

二
十
点
か

十
点
か
ら

四
点
か
ら

前
歴
が

四
十
点

三
十
五

三
十
点

二
十
点

十
点
か

四
点
か

回
で
あ
る

上

ら
三
十
九

ら
二
十
九

十
九
点
ま

九
点
ま
で

一
回
で

以
上

点
か
ら

か
ら
三

か
ら
二

ら
十
九

ら
九
点

者

点
ま
で

点
ま
で

で

あ
る
者

三
十
九

十
四
点

十
九
点

点
ま
で

ま
で

前
歴
が
二

三
十
五
点

二
十
五
点

十
五
点
か

五
点
か
ら

二
点
か
ら

点
ま
で

ま
で

ま
で

回
で
あ
る

以
上

か
ら
三
十

ら
二
十
四

十
四
点
ま

四
点
ま
で

前
歴
が

三
十
五

三
十
点

二
十
五

十
五
点

五
点
か

二
点
か

者

四
点
ま
で

点
ま
で

で

二
回
で

点
以
上

か
ら
三

点
か
ら

か
ら
二

ら
十
四

ら
四
点

前
歴
が
三

三
十
点
以

二
十
点
か

十
点
か
ら

四
点
か
ら

二
点
又
は

あ
る
者

十
四
点

二
十
九

十
四
点

点
ま
で

ま
で

回
以
上
で

上

ら
二
十
九

十
九
点
ま

九
点
ま
で

三
点

ま
で

点
ま
で

ま
で

あ
る
者

点
ま
で

で

前
歴
が

三
十
点

二
十
五

二
十
点

十
点
か

四
点
か

二
点
又

三
回
以

以
上

点
か
ら

か
ら
二

ら
十
九

ら
九
点

は
三
点

上
で
あ

二
十
九

十
四
点

点
ま
で

ま
で

る
者

点
ま
で

ま
で
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二

特
定
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
処
分
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
の
区
分

第
一

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

第
七

第
八

第
九

欄

欄

欄

欄

欄

欄

欄

欄

欄

前
歴

七
十

六
十

六
十

五
十

五
十

四
十

四
十

三
十

が
な

点
以

五
点

点
か

五
点

点
か

五
点

点
か

五
点

い
者

上

か
ら

ら
六

か
ら

ら
五

か
ら

ら
四

か
ら

六
十

十
四

五
十

十
四

四
十

十
四

三
十

九
点

点
ま

九
点

点
ま

九
点

点
ま

九
点

ま
で

で

ま
で

で

ま
で

で

ま
で

前
歴

六
十

六
十

五
十

五
十

四
十

四
十

三
十

が
一

五
点

点
か

五
点

点
か

五
点

点
か

五
点

回
で

以
上

ら
六

か
ら

ら
五

か
ら

ら
四

か
ら

あ
る

十
四

五
十

十
四

四
十

十
四

三
十

者

点
ま

九
点

点
ま

九
点

点
ま

九
点

で

ま
で

で

ま
で

で

ま
で

前
歴

六
十

五
十

五
十

四
十

四
十

三
十

が
二

点
以

五
点

点
か

五
点

点
か

五
点

回
で

上

か
ら

ら
五

か
ら

ら
四

か
ら

あ
る

五
十

十
四

四
十

十
四

三
十

者

九
点

点
ま

九
点

点
ま

九
点

ま
で

で

ま
で

で

ま
で

前
歴

五
十

五
十

四
十

四
十

三
十

が
三

五
点

点
か

五
点

点
か

五
点

回
以

以
上

ら
五

か
ら

ら
四

か
ら

上
で

十
四

四
十

十
四

三
十

あ
る

点
ま

九
点

点
ま

九
点

者

で

ま
で

で

ま
で

備
考

備
考

一

一
の
表
及
び
二
の
表
に
規
定
す
る
前
歴
と
は
、
累
積
点
数
に
係
る
当
該
違

一

こ
の
表
に
規
定
す
る
前
歴
と
は
、
累
積
点
数
に
係
る
当
該
違
反
行
為
を
し

反
行
為
を
し
た
日
を
起
算
日
と
す
る
過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
次
の
１
か
ら

た
日
を
起
算
日
と
す
る
過
去
三
年
以
内
に
お
い
て
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
い

４
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
免
許
を
受
け
て

ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
が
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い
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

通
算
し
て
一
年
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
の
初
日

期
間
の
初
日
に
当
た
る
日
か
ら
末
日
に
当
た
る
日
ま
で
の
間
に
、
違
反
行
為

に
当
た
る
日
か
ら
末
日
に
当
た
る
日
ま
で
の
間
に
、
違
反
行
為
を
し
た
こ
と

を
し
た
こ
と
が
な
く
、
か
つ
、
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す

が
な
く
、
か
つ
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
の
取

る
免
許
の
取
消
し
若
し
く
は
六
月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁

消
し
若
し
く
は
六
月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
又

止
の
処
分
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
処
分
の
い
ず
れ
を
も
受
け
た
こ
と

は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
処
分
の
い
ず
れ
を
も
受
け
た
こ
と
が
な
い
と
き

が
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
初
日
に
当
た
る
日
前
の
も
の
を
除
き
、
次

に
あ
つ
て
は
、
当
該
初
日
に
当
た
る
日
前
の
も
の
を
除
き
、
次
の
１
又
は
３

の
１
又
は
３
に
該
当
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
前
の
も
の
を
除
く
。

に
該
当
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
前
の
も
の
を
除
く
。

１

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は

１

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一
項
の

規
定
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の

規
定
若
し
く
は
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
六
月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を

規
定
に
よ
る
六
月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を

受
け
た
こ
と
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
又
は
法
第
百
七
条

受
け
た
こ
と
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
又
は
法
第
百
七
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
こ

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し
た
こ

と
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

と
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

２

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は

２

違
反
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
又
は
法
第
百
七
条
の
五
第
一

項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四

項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転

項
の
規
定
に
よ
る
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転

の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
（
当
該
処
分
の
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し

の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
（
当
該
処
分
の
期
間
内
に
違
反
行
為
を
し

た
こ
と
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

た
こ
と
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

３

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

３

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
こ
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
五
欄
又
は
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
こ

じ
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
第
四
欄
又
は
第
五
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た

と
（
当
該
違
反
行
為
を
し
た
後
そ
れ
ぞ
れ
二
年
又
は
一
年
の
間
に
違
反
行

こ
と
（
当
該
違
反
行
為
を
し
た
後
そ
れ
ぞ
れ
二
年
又
は
一
年
の
間
に
違
反

為
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
に
限
り
、
１
に
該
当
す
る
場
合
及
び
第
三
十

行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
に
限
り
、
１
に
該
当
す
る
場
合
及
び
第
三

三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
該
当
し
て
同
号
の
適
用
を
受
け
る

十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
該
当
し
て
同
号
の
適
用
を
受
け

こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）

る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）

４

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
一
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

４

違
反
行
為
に
係
る
累
積
点
数
が
こ
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
七
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
こ
と
（
当
該
違

じ
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
点
数
に
該
当
し
た
こ
と
（
当
該

反
行
為
を
し
た
後
六
月
の
間
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
か
、
又
は

違
反
行
為
を
し
た
後
六
月
の
間
に
違
反
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
か
、
又

当
該
期
間
内
に
免
許
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
（
法
第
九
十
条
第
五
項

は
当
該
期
間
内
に
免
許
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
（
法
第
九
十
条
第
四

の
規
定
に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

に
限
り
、
２
に
該
当
す
る
場
合
及
び
法
第
百
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講
習

）
に
限
り
、
２
に
該
当
す
る
場
合
及
び
法
第
百
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講

（
当
該
違
反
行
為
が
法
第
百
八
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
理
由

習
（
当
該
違
反
行
為
が
法
第
百
八
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
理



三
七
頁

と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）

由
と
な
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）

二

第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
一
の
３
又
は
４
の
二
年
、
一
年
及

二

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
一
の
３
又
は
４
の
二
年
、
一
年
及

び
六
月
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

び
六
月
の
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
表
第
四
（
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
七
条
の
八
、
第
三
十

別
表
第
四
（
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
七
条
の
八
、
第
三
十

八
条
、
第
三
十
九
条
の
三
関
係
）

八
条
、
第
三
十
九
条
の
三
関
係
）

一

重
大
違
反
唆
し
等
で
第
三
十
三
条
の
二
の
三
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

一

道
路
外
致
死
傷
で
故
意
に
よ
る
も
の
又
は
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当

掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の

た
る
も
の

二

重
大
違
反
唆
し
等
で
別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
二
十
五
点
で
あ

二

重
大
違
反
唆
し
等
で
別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
二
十
五
点
で
あ

る
一
般
違
反
行
為
に
係
る
も
の

る
違
反
行
為
に
係
る
も
の

三

重
大
違
反
唆
し
等
で
別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
十
五
点
か
ら
二

三

重
大
違
反
唆
し
等
で
別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
十
五
点
か
ら
二

十
三
点
ま
で
で
あ
る
一
般
違
反
行
為
に
係
る
も
の
、
人
の
死
亡
に
係
る
道
路
外

十
三
点
ま
で
で
あ
る
違
反
行
為
に
係
る
も
の
、
人
の
死
亡
に
係
る
道
路
外
致
死

致
死
傷
（
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
人
の
傷
害
に
係

傷
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
人
の
傷
害
に
係
る
道
路
外
致
死

る
道
路
外
致
死
傷
（
治
療
期
間
が
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
後
遺
障
害
が
存

傷
（
負
傷
者
の
負
傷
の
治
療
に
要
す
る
期
間
（
当
該
負
傷
者
の
数
が
二
人
以
上

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
専
ら
当
該
行
為
を
し
た
者
の
不
注
意
に
よ
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
最
も
負
傷
の
程
度
が
重
い
者

の
負
傷
の
治
療
に
要
す
る
期
間
。
次
号
に
お
い
て
「
治
療
期
間
」
と
い
う
。
）

が
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
後
遺
障
害
（
当
該
負
傷
者
の
負
傷
が
治
つ
た
と

き
（
そ
の
症
状
が
固
定
し
た
と
き
を
含
む
。
）
に
お
け
る
身
体
の
障
害
で
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
専
ら
当
該
行
為
を
し
た
者
の
不
注
意
に
よ
る
も

の

四

重
大
違
反
唆
し
等
で
別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
六
点
か
ら
十
四

四

重
大
違
反
唆
し
等
で
別
表
第
二
の
一
の
表
に
定
め
る
点
数
が
六
点
か
ら
十
四

点
ま
で
で
あ
る
一
般
違
反
行
為
に
係
る
も
の
又
は
人
の
傷
害
（
治
療
期
間
が
十

点
ま
で
で
あ
る
違
反
行
為
に
係
る
も
の
又
は
人
の
傷
害
（
治
療
期
間
が
十
五
日

五
日
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
後
遺
障
害
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
道

以
上
で
あ
る
も
の
又
は
後
遺
障
害
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
道
路
外

路
外
致
死
傷
（
前
号
及
び
別
表
第
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

致
死
傷
（
第
一
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

別
表
第
五
（
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
七
、
第
三
十
七
条
の
八
、
第
三
十

八
条
、
第
三
十
九
条
の
三
関
係
）

一

人
の
死
亡
に
係
る
道
路
外
致
死
傷
で
故
意
（
人
の
傷
害
に
係
る
も
の
を
含
む

。
）
に
よ
る
も
の
又
は
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
も
の



三
八
頁

二

人
の
傷
害
（
治
療
期
間
が
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
後
遺
障
害
が
存
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
道
路
外
致
死
傷
で
故
意
（
人
の
殺
害
に
係
る
も
の
を

含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
も
の
又
は
刑
法
第
二
百
八
条

の
二
の
罪
に
当
た
る
も
の

三

人
の
傷
害
（
治
療
期
間
が
三
十
日
以
上
三
月
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
後

遺
障
害
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
道
路
外
致
死
傷
で
故
意
に
よ
る
も

の
又
は
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
も
の

四

人
の
傷
害
（
治
療
期
間
が
三
十
日
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
後
遺
障
害
が

存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
道
路
外
致
死
傷
で
故
意
に
よ
る
も
の
又
は
刑

法
第
二
百
八
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
も
の

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
四
十
五
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）


